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研究成果の概要（和文）：インクルーシブ教育を目指す合理的配慮として，欧米を中心に，読み書きや計算，記憶を助
けるテクノロジー（支援技術）が教育場面で提供され，多様な障害者の教育参加が支援されている。高次脳機能障害や
発達障害等のある生徒や学生では，全体的な知的機能の障害がなくとも，読み書きなど特定の認知機能に選択的に困難
を持つことから，個別の認知機能を支援する技術活用が重要となる。本研究では認知面の機能障害について支援技術と
認知機能障害のマッチング研究，効果や困難のアセスメント，それらを合理的配慮として教育現場に実装する実践研究
を行った。また結果から，本人，親，教師に，教育場面での支援技術活用についての情報提供を行った。

研究成果の概要（英文）：Assistive technologies (ATs) have been used to support academic success of student
s with disabilities in the educational activities (e.g., reading, writing, calculating and memorization) a
mong the United States and some European countries. Students with specific learning disabilities and brain
 injury,  who have limitations in their specific higher cognitive functions, might need ATs for the fuctio
nal limitations. I conducted researches regarding matching between assitive technolgies and the functional
 limitations, assessment for the limitation and effect of ATs, provision of AT products and educational co
ntents used with ATs in classroom as reasonable accommodation. 
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１．研究開始当初の背景 
 
 発達性の認知機能の障害や，事故による外
傷や脳卒中，多発性硬化症などの神経難病を
原因とした局所的な脳損傷により，読字また
は書字等の言語や，視空間認知，短期記憶，
処理速度等々，特定の高次認知機能のいずれ
かに，限局的な障害のある人々が存在する。
発達障害のある可能性のある児童生徒が通
常学級の 6.5％存在してることは文科省の調
査からよく知られている（文部科学省初等中
等教育局特別支援教育課による平成 24 年 12
月 5 日「通常の学級に在籍する発達障害の可
能性のある特別な教育的支援を必要とする
児童生徒に関する調査結果について」）。また，
高次認知機能障害の統計は全国規模では行
われていないが，都内だけで 49,000 人の高
次脳機能障害のある人が存在していること
が推計されている（東京都高次脳機能障害者
実態調査検討委員による平成 20年調査結果）。
また，神経難病として中枢神経に脱落が生じ
る多発性硬化症では，従来欧米で頻発する疾
患であるとされてきたが，日本国内でも約
12,000 人の患者がいるとされる（財団法人難
病情報センター）。 
彼らの障害は特定の高次認知機能の障害

であり，全般的な知能が低下しているわけで
はない。そのため，障害から生じるニーズへ
の配慮や支援，または障害のある認知機能を
助ける支援技術等の道具の使用が許可され
ることで，自立的に教育に参加することが可
能 で あ る 。 し か し ， 現 状 で は 治 療
（remediation）を中心としたアプローチが
中心であり，教育場面において支援技術等を
活用し，障害のある機能を代替することを含
めた配慮・調整（accommodation）アプロー
チについては，十分な知見や実践の蓄積がな
い。 
 教育において，障害により困難のある機能
代替を助けることができるテクノロジーは
すでに多数存在する。支援技術（Assistive 
Technology）と呼ばれるこれらのテクノロジ
ーは，多数のツールの集合から構成されてい
る。電子書籍やウェブページ，メールなどの
文字を音声として読み上げるソフトウェア
や，人間が発話した音声を自動的に文字に置
き換えて入力するソフトウェア，録音・録画
ツール，授業での教師の発話と自分の書いた
メモを同期させて記録する電子ノートやシ
ステムなど，近年の技術の進歩と製品化の競
争により，一般製品として容易に入手できる
ものが多数存在している。 
たとえば，発達性のディスレクシアに加え

て，半側空間無視による視空間認知の困難か
ら，文章や文字を見落としてしまい読むこと
が難しい場合，テキストの音声読み上げ機能
や読み上げ箇所のハイライト機能のあるソ
フトウェアを利用することで，日常的な学習
や学力試験への参加が可能となる。しかし，
それが本人や教育場面での関係者に知られ

ていなかった場合，支援技術は利用されるこ
とがなく，その生徒・学生は「学力がない／
能力がない」と判定され，就学や進学の機会
は得られないことになってしまう。しかし本
来，障害のある人への支援技術利用は，「合
理的配慮（reasonable accommodation）」の
ひとつとして国際的に常識化している（国連
障害者権利条約／第四条「一般的義務」を参
照）。障害者権利条約の批准とインクルーシ
ブ教育の実現を目指す我が国では，教育現場
の状況と，個々の認知面の障害から生じるニ
ーズに即した形で，支援技術の活用方法と効
果の知見を十分に蓄積し，その結果を共有す
ることは急務である 
 
２．研究の目的 
 
インクルーシブ教育を目指す合理的配慮

として，欧米を中心に，読み書きや計算，記
憶を助けるテクノロジー（支援技術）が教育
場面で提供され，多様な障害者の教育参加が
支援されている。高次脳機能障害等のある生
徒や学生では，全体的な知的機能の障害がな
くとも，読み書きなど特定の認知機能に選択
的に困難を持つことから，個別の認知機能を
支援する技術活用が重要となる。本研究では
認知面の機能障害について支援技術と認知
機能障害のマッチング研究，効果や困難のア
セスメント，それらを合理的配慮として教育
現場に実装する実践研究を行う。また結果か
ら，本人，親，教師に，教育場面での支援技
術活用についての情報提供を行う。 
 
３．研究の方法 
 
以下の 3点から研究を遂行した。 

（1）教育参加において，高次認知機能の障
害から生じるニーズに対し，どのような支援
技術の適用が考えられるのか（高次認知機能
のある個々人の障害内容から生じるニーズ
と支援技術のマッチング） 
（2）支援技術の利用により，実際に特定の
教育場面で設定された教育目的に応じた効
果が得られるのか（神経心理学的エビデンス
に基づいた効果のアセスメント） 
（3）上記の結果に基づいた，今すぐに教育
場面で支援技術を効果的に利用するための，
現状に基づいた情報の整理と取捨選択（合理
的かつ実践的な配慮のあり方の提案）および
障害のある生徒・学生本人や教師，親への情
報提供（利用マニュアルの作成と配布） 
 研究当初は支援技術全般の利用を対象と
した研究を行っていたが，研究遂行に伴い，
当初の研究目的として挙げていた「読み書き
支援，タイムマネジメント，思考・概念の構
造化の支援」に加えて，特に読み書きの面に
重点化した研究として，教科書・教材に代表
される「認知面の障害のある児童生徒・学生
における情報の取得手段としての支援技術
の活用」および「その活用を支える，支援技



術製品と組み合わせて利用する必要のある
教育コンテンツの拡充」に関する研究を行っ
た。特に，今後日本の教育でも義務化される
ことが決まった障害者差別解消法における
合理的配慮の提供という観点からの検討を
行った。 
 
４．研究成果 
 
（1）読み書き等高次認知面の困難のある児
童生徒・学生への支援技術利用に関して，日
米の比較から現状日本でも利用可能と考え
られる支援技術の状況に関する検討を行い，
今後必要となる支援技術利用の実践を概観
する研究を行った（近藤, 2011b; 2011c; 
2012b; 2012d; 2013c）。 
 法制度や様々な教育支援の取り組みにお
いて，障害のある児童生徒にも学びの権利を
保障するという観点から，他の児童生徒と同
様の教育内容へのアクセスを保障するため
に支援技術が利用されている米国の現状と，
制度化はされていなくても，日本でも実施可
能またはすでに実施されている技術利用の
比較を通じて今後必要となる技術利用およ
びその利用を支える特別支援教育および技
術利用の専門性を持った人材の育成につい
て論じた。 
（2）障害のある児童生徒・学生を対象とし
て，支援の実践を通じた困難のアセスメント
および支援技術利用の選択および適用に関
する研究を行った(河野・平林・近藤・中邑, 
2011; 河野・平林・髙橋・近藤・中邑, 2011; 近
藤, 2011a; 2012c; 2012e; 2013a)。 
 教育へのアクセス保障において特に重要
となる読み書きのアセスメント技法および
実際に困難のある児童生徒に対して支援技
術を適用した実践について報告した。 
（3）読み書き等高次認知面の障害のある児
童生徒を対象とした支援技術利用を支える
教材インフラ構築および支援技術利用法に
関するマニュアル等の情報提供に関する研
究を行った（近藤, 2013a; 2013b;） 
 支援技術製品が利用可能であったとして
も，教育へのアクセスを保障する上では，支
援技術と組み合わせて提供する教科書・教材
コンテンツの入手可能性が問題となる。その
ため，障害のある児童生徒にとってアクセス
可能な形式で製作した教科書・教材コンテン
ツをオンライン配信する実践を通じて，支援
技術利用を促進する実践研究を行った。また，
それと並行して，一般的な支援技術製品とこ
れら教育コンテンツを組み合わせて利用す
る具体的方法について，マニュアル等を通じ
て障害のある当事者および支援者に情報提
供する実践研究を行った。 
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